
全銀協 TIBOR 運営機関 

【資料８】市中協議の実施について 

〇 平成 29 年 7 月に実施した全銀協 TIBOR 改革後の国際的な金利指標改革の進展等を考

慮し、中長期的課題とする「日本円 TIBOR とユーロ円 TIBOR の統合等」に向けた更

なる改革への着手のため、平成 30 年 10 月 2 日、市中協議文書「日本円 TIBOR とユー

ロ円 TIBOR の統合等に係る方向性について」を公表。 

【市中協議のポイント】 

（更なる改革の方向性） 

・日本円 TIBORを維持してユーロ円 TIBORを廃止する一本化（「日本円 TIBOR 

への一本化」） 

（意見照会事項） 

・「日本円 TIBOR への一本化」の方向性 

・「日本円 TIBOR への一本化」に当たって想定される論点等 

・「日本円 TIBOR への一本化」に当たって必要となる準備期間 

≪意見受付方法等≫ 

（意見受付期間） 平成 30 年 10 月 2 日（火）～平成 30 年 12 月 14 日（金）［必着］ 

  （意見提出方法等） 

・送付先：〒100-0004 東京都千代田区大手町２-６-１朝日生命大手町ビル 

一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関 業務部宛［郵送の場合］ 

または、contact@jbatibor.or.jp［電子メールの場合］ 

・問い合わせ先：一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関 業務部 電話：03-6262-6788 

（今後のスケジュール） 

・平成 31 年前半（目途）：本市中協議結果の公表 

また、「日本円 TIBOR への一本化」の検討を進める場

合、実施時期等を含む市中協議を同時に実施 

・平成 31 年中（目途）  ：「日本円 TIBOR への一本化」実施時期等を含む確定方 

針公表 

※参考：市中協議文書全文等の市中協議の詳細（全銀協 TIBOR運営機関ウェブサイト） 

http://www.jbatibor.or.jp/news/20181002_tibor_1st_consultation.htm［和文］ 

http://www.jbatibor.or.jp/english/news/20181002_tibor_1st_consultation.html［英文］ 

以 上 


